
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   クレーム及びルール違反対応マニュアルを作成し，記録を保存すること  
            
       
 

 

 

   クレーム・ルール違反対応マニュアルを作成し，対応等を記録・保存する。 
            

 
 

 

 

＜具体的な取組例＞ 
１ クレーム対応の手順（例） 
 ① クレームや商品に関する異常の発生時に，誰に連絡するか決めておく 
 ② 状況及び影響の把握（商品回収の必要性の判断を含む） 
 ③ 応急対応（影響がある出荷先及び関係機関への連絡・相談・公表，商品回収，不 

適合品の処置等を含む） 
 ④ 原因追及 
 ⑤ 再発防止策の検討 
 ⑥ 取られた再発防止策の効果に対する検証 
 ⑦ 商品回収等のテスト 
 
２ 農場のルール違反が発覚した場合の手順（例） 
 ① 状況及び影響の把握 
 ② 応急対応（影響がある出荷先及び関係機関への連絡・相談・公表等を含む） 
 ③ 原因追及 
 ④ 是正処置 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・ クレーム・ルール違反対応マニュアル（様式 16） 
・ クレーム・ルール違反対応記録簿（様式 17） 

認証の区分毎の番号 青果物-16，穀物-19，茶-18 

クレーム及び農場のルール違反への対応

手順を定め，実施し，記録を作成・保存 

確認事項 

取組事項 

解 説 

必要な書類（参考様式） 

21 
農場経営管理 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故や災害等に備えた対策を実施していること 
 

 

 

 

 

事故や自然災害に備えた緊急事態発生時の連絡体系を整備し，家族内（従業員）で
情報共有する。 

 

 

 

 

＜推奨事項＞ 
・ 収入保険，農業共済に加入する。 
・ 民間の保険などへの加入を検討する。 
・ 農業版ＢＣＰ（事業継続計画）を策定する。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 事故・火災発生時の対応（様式 18） 

事故や災害等に備えた農業生産の維持・ 

継続のための対策の実施 

確認事項 

取組事項 

解 説 

22 
農場経営管理 

必要な書類（参考様式） 

認証の区分毎の番号 青果物-17，穀物-20，茶-19 

出典：農林水産省「自然災害等のリスクに備えるためのチェックリストと農業版 BCP」 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（雇用している場合）雇用・労働環境における人権侵害防止について，管理方法を 
定めて実施していること 
 

 

 

 

人権侵害防止について管理方法を定めて実施する。 
 

 

 

 

＜具体的な取組例＞ 

・ 労働条件を提示し，遵守する。 

・ 繁忙期の就業時間や休日，連続勤務等の特別な条件がある場合には，労働者との 

間でしっかりと話し合って合意する。 

・ 作業者を差別しない。 

・ 外国人労働者の場合は，労働者が理解できる言語で労働条件を文書化して示す。 

 

＜関係する法令等＞  

・ 労働基準法 

・ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関  

する法律 

・ 職業安定法  

・ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用・労働環境における人権侵害防止に 

ついて，管理方法を定めて実施  

        

       

        

         

        

         

確認事項 

取組事項 

解 説 

23 
人権保護 

認証の区分毎の番号 青果物-18，穀物-21，茶-20 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（技能実習生など外国人雇用がある場合）適切な対応を行うための環境整備等を実 
施していること 
 

 

 

 

適切な対応を行うための環境整備等を実施する。 
 

 

 

 

 

＜具体的な取組例＞ 

・ 外国人雇用の際に適切な手続きを行う。 

・ 労働関係法に基づいた雇用管理を実施する。 

・ 住み込みで働く作業者がいる場合，快適な住環境を提供する。 

 

 

労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の規定は，外国人も日本人と同様に適

用されます。農場経営者は，外国人労働者にも日本人労働者に対するものと同等の労

務管理が義務付けられていることに留意してください。労働基準法第三条により外国

人であることを理由に労働条件について日本人労働者と異なる不当な差別を設ける

ことは禁止されており，「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に

対処するための指針」にも同様の内容が盛り込まれています。 
 
出典：国際水準 GAP ガイドライン（指導マニュアル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

技能実習生など，外国人雇用がある場
合，適切な対応を行うための環境整備等
を実施       
        
  
        
         
        
         

確認事項 

取組事項 

解 説 

24 
人権保護 

認証の区分毎の番号 青果物-19，穀物-22，茶-21 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（家族経営の場合）家族間の十分な話し合いに基づく家族経営を行うこと  
           
       

 

 

 

家族間で話し合いを行い，役割分担等について取り決めを行う。 
 

 

 

 

 

＜推奨事項＞ 
・ 家族経営協定の締結 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図１ 家族経営協定書の例（親・後継者間） 

 

出典：日本農業法人協会「さあはじめよう！＼イキイキ家族の／「家族経営協定」スタートブック」 

 

 

 

 

 

 

・ 家族の話し合い記録（様式 19） 

家族間の十分な話し合いに基づく家族

経営の実施  

確認事項 

取組事項 

解 説 

必要な書類（参考様式） 

25 
人権保護 

認証の区分毎の番号 青果物-20，穀物-23，茶-22 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（雇用している場合）労働条件を遵守し，その記録を残していること。労使間で年 
1 回以上，労働条件，労働環境，労働安全等について意見交換を実施し，その記録を
残していること 

 
 

 

 

労働者名簿，賃金台帳，出勤簿を適切に整備する。守秘義務を遵守した個人情報の 
管理を行う。労働者が意見を伝えやすい環境を整えて意見交換を行い，その記録を残
す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 労働者との意見交換の記録（様式 20） 

労働条件を遵守し，労使間における労働条
件，労働環境，労働安全等に関する意見交
換を実施 

確認事項 

取組事項 

解 説 

必要な書類（参考様式） 

26 
人権保護 

認証の区分毎の番号 青果物-21，穀物-24，茶-23 

図１ 法定３帳簿（労働者名簿，賃金台帳，出勤簿） 

出典：国際水準 GAP ガイドライン（指導マニュアル） 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業者が必要な力量を身に付けるための，教育訓練を実施していること 
 

 

 

 

 

各工程毎の責任者は，担当範囲のルールについて，作業者に教育訓練を実施し，記
録する。 

 

 

 

 

＜具体的な取組例＞ 
・ 食品安全を理解した者により，作業者に衛生管理の教育を実施する。 
・ 機械操作に熟練し，安全な操作を理解した者による作業者への訓練を実施する。 
・ 日本語をよく理解できない外国人雇用者に対しては，写真やイラスト，母国語へ 
の翻訳などにより，理解できる方法で教える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 教育訓練記録（様式 21） 

認証の区分毎の番号 青果物-22，穀物-25，茶-24 

作業者が必要な力量を身に付けるため，教育

訓練を実施 

確認事項 

取組事項 

解 説 

必要な書類（参考様式） 

27 
農場経営管理 

実施日

参加者

講師名

教育訓練の
内容

使用した資料名

※使用した研修資料は保管すること

教育訓練記録



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要に応じて労災保険に加入すること 
 
 
 

 

 

（法人または常時雇用５人以上の場合は義務）法人経営の場合，従業員が１人でも
いる場合は，必ず労災保険に加入する。法人経営でなくても，常時雇用している従業
員が５人以上の場合は，必ず労災保険に加入する。 

 
 
 

 

 

＜推奨事項＞ 
・ 従業員が５人未満であっても必要に応じて労災保険に加入する。 
・ 農業者についても，労災保険の特別加入を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 農作業安全対策に向けたチェックシート（様式 22） 

業務が原因で負傷，もしくは疾病にかかった

農作業従事者を保護するための労災保険の

成立手続の実施 

解 説 

必要な書類（参考様式） 

28 
人権保護  

確認事項 

取組事項 

認証の区分毎の番号 青果物-23，穀物-26，茶-25 

農場経営管理 

図１ 農業者の労災保険特別加入 

出典：農林水産省・厚生労働省「必見！農業者の皆さん労災保険の特別加入をご存じですか！！」 



"     
     
  

  

 

 

 

 

 

 

 

   （乾燥調製貯蔵施設等がある場合）施設の管理運営体制を整備し，施設運営上の責 
任の所在を明らかにすること 

 

 

 

 

 

   施設の管理運営体制を整備し，施設の運営上，必要な判断を行う責任者を明確にす 
る。 

 

 

 

 

＜具体的な取組例＞ 
   ・ 施設の管理者は，施設の操作や異常事態に備えた十分な知識や判断力を身につ 

ける。 
・ 施設の管理者は，研修の実施等によって，オペレーターの資質向上に努める。 
・ 施設の規模に応じて主任者を配置する必要がある場合は，講習等を受けて，主 
任者の配置を行う。 

 
＜解説＞ 
 カントリーエレベーター等の大規模乾燥調製貯蔵施設では，少しの作業ミスによ
り大量の農産物の汚染や品質劣化につながる事故が発生するおそれがあります。そ
のため，施設の管理者には，乾燥理論に基づく豊富な知識と適切な判断が求めら
れ，オペレーターには管理者からの指示に基づく確実な操作が求められます。 
 必要な技能を取得するための講習として，「共乾施設運転主任者講習会」等が開催 
されています。この講習会は，共同乾燥施設（ライスセンターやカントリーエレベ
ーター）の運転に必要な国家資格(乾燥設備作業主任者)の取得と，基礎知識を習得す
るための講習会であり，管理責任者として十分な知識を取得することができます。
施設，付属設備の構造や取扱い，点検方法と異常時の緊急対応，処置等，大規模乾
燥調製施設を運営するために必要な知識を身に付けた人員を配置しましょう。 
 大規模ではない乾燥調製貯蔵施設でも，使用する燃料の量によって，「乾燥設備作
業主任者」を配置しなければならない場合がありますので，都道府県の「労働基準
協会連合会」等に確認しましょう。 

 

出典：国際水準 GAP ガイドライン（指導マニュアル） 

 

 

 

・ 乾燥調整貯蔵施設の管理体制（様式 23） 

施設の適正な管理・運営及び施設の管理者と

オペレーターとの責任分担の明確化 

確認事項 

取組事項 

解 説 

必要な書類（参考様式） 

29 
認証の区分毎の番号 穀物-27    

農場経営管理 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資格が必要な作業は有資格者に限定し，無資格者の資格取得を積極的に推進するこ
と 

 
 

 

 

危険な作業を行う作業者の特定をする。作業者は十分に訓練された熟練者に限定し，
資格が必要な作業は有資格に限定して作業を行う。また，無資格者の資格取得を積極
的に推進する。 

 

 

 

 
不十分な技量の作業者による事故のリスクが高いものは，免許や講習が義務付けら 

れています。無免許の作業者に操作させた場合は，経営者の法律違反が問われることに
なります。農場内の作業において，公的な資格の取得や講習の受講が必要なものを調べ，
作業者を有資格者に限定し，資格取得を推進します。 

 
【労働安全衛生法上必要な資格・教育等の例示】 

業務・作業・使用する機械 必要な資格・講習 

ショベルローダの 

運転・操作 

機械質量３ｔ以上 車両系建設機械技能講習 

機械質量３ｔ未満 小型車両系建設機械特別教育 

フォークリフトの 

運転・操作 

最大荷重 1 トン以上 フォークリフト運転技能講習 

最大荷重 1 トン未満 フォークリフト運転特別教育 

移動式クレーンの 

運転・操作 

吊上荷重５トン以上 移動式クレーン運転免許 

吊上荷重１トン以上５トン未満 小型移動式クレーン運転技能講習 

吊上荷重１トン未満 小型移動式クレーン特別教育 

はい作業＊ 

または「くずし」の作業 

フォークリフト，ショベルローダ，フ

ォークローダー，クレーンなど 

はい作業主任者技能講習 

玉掛けの業務 
吊上荷重１トン以上のクレーンなど 玉掛け技能講習 

吊上荷重１トン未満のクレーンなど 玉掛け特別教育 

＊高さ２m 以上の「はい（倉庫，上屋または土場に積み重ねられた荷）」の「はい付け」 

 

 

 

 

 

・ 資格が必要な作業及び免許取得者（様式 24） 

適切に実施しなければ危険を伴う機械
作業，高所作業又は農薬散布作業等従事
者に対し，必要な能力及び資格を得るた
めの訓練を実施     
        
    
        
         
        
         
 

確認事項 

取組事項 

解 説 

必要な書類（参考様式） 

30 
労働安全 

認証の区分毎の番号 青果物-24，穀物-28，茶-26 

人権保護  


